
議案第５号 

 

京丹後市新たなふるさと産品創出推進条例の制定について 

 

 京丹後市新たなふるさと産品創出推進条例を別記のように定める。  

 

  令和３年２月２５日提出 

 

京丹後市長 中 山  泰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 新たなふるさと産品の創出を推進することにより、本市の地方創生に資することを目的として条例を制定するものである。  
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（別記） 

京丹後市新たなふるさと産品創出推進条例 

（目的) 

第１条 この条例は、新たなふるさと産品の創出が地方創生に果たす役割の重要性に鑑み、新たなふるさと産品の創出の推進に関

する基本理念を定め、市の責務及び事業者の役割を明らかにし、もって、新たなふるさと産品の創出に関する施策を推進するこ

とにより、ふるさと納税の本来の趣旨である地方創生に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) ふるさと産品 市内において生産、製造及び加工される製品（市内生産物を市外で加工する場合を含む。）並びに提供さ

れるサービスをいう。 

(2) 事業者 前号に規定するふるさと産品を創出する者をいう。 

（基本理念） 

第３条 新たなふるさと産品の創出の推進は、市と事業者が連携し、市の地域特性を生かした魅力あるふるさと産品の創出となる

よう努めるとともに、産業振興及び雇用促進に関する施策の調和と地域社会の貢献が図られるよう行うものとする。 

２ 前項の推進にあたっては、事業者の自発的な取組を尊重しながら行うものとする。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、新たなふるさと産品の創出の推進に関する施策を総

合的かつ計画的に実施するものとする。 

２ 市は、新たなふるさと産品の創出に取り組む事業者にクラウドファンディングその他の方法により支援を行うものとする。  

３ 市は、事業者に対し、新たなふるさと産品の創出における必要な情報の提供、あっせんその他の支援を行うよう努めるものと

2 / 6



する。 

（事業者の役割） 

第５条 事業者は、基本理念に基づき、魅力的かつ安全で安心な質の高いふるさと産品の創出に努めるものとする。 

２ 事業者は、市が実施する新たなふるさと産品の創出における施策に協力するよう努めるものとする。 

（広報活動等） 

第６条 市は、新たなふるさと産品の創出に関して、事業者及び消費者の関心及び理解を深めるため、広報その他必要な措置を講

ずるよう努めるものとする。 

２ 市は、事業者と連携し、新たなふるさと産品のブランド化を進め、その魅力を発信するものとする。 

（財政上の措置） 

第７条 市は、新たなふるさと産品の創出を実現する施策に必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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年 月

（パブリックコメントを実施した場合は、その結果等を含む。）

　≪財源措置の状況≫ （単年度事業でない場合は、全体事業の見込状況を記入） (単位：千円)

○その他の計画(該当する場合のみ)

有・無 概要図及びイメージ図

策定年度

　公布の日から施行する。 計画期間

担当部局 担当課 添付資料（有の場合は、その名称）

市長公室
政策企画課

ふるさと応援推進室

　≪提案に至るまでの経緯≫ 　≪総合計画等の整合≫

R3.2.10　例規審査委員会 総合計画
計画項目 30

行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運
営）

計画名称

　≪政策等の実施時期≫

　≪政策等の必要性≫ 　≪将来にわたる効果及び経費の状況≫

　新たな「ふるさと産品」の創出は、地域経済の活性化や人材育成・誘
致、また産地としての魅力発信など地場産業の振興に寄与し、本市の地方
創生に果たす役割が大きいことから、それを推進する仕組みを整え、事業
者を支援するため、政策の規範として条例を制定するもの。
　そのうえで、クラウドファンディングを活用し、寄附者の意思による企
業や個人事業主への支援を可能にすることで、魅力的な「ふるさと産品」
の創出を推進するものである。

　新たな「ふるさと産品」の創出を推進することにより、商工業や観光業
の振興、農林水産業の成長産業化など地域経済への波及や、ふるさと納税
の推進に効果が見込まれる。

　≪政策等の概要≫ 　≪市民参加の状況≫

　本条例は、新たな「ふるさと産品」の創出の推進に関する基本理念、市
の責務及び事業者の役割を明らかにし、ふるさと納税の本来の趣旨である
地方創生に資することを目的として制定するものである。

有　・　無

総事業費 国庫支出金 府支出金 市債 その他 一般財源

【議会基本条例第8条第1項関係】

議案の
件　名

議案第5号
京丹後市新たなふるさと産品創出推進条例の制定に
ついて

政策等
の区分

計画　・　事業　・　条例

その他（　 　　　　　　）
政策等の形成過程の説明資料

令和 3 3  定 例 会
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事業者京丹後市

「京丹後市新たなふるさと産品創出推進条例」

・政策の規範として条例化
・新商品開発への支援
・魅力あるふるさと納税返礼品の充実
・広報活動

地方創生の推進

地域経済の好循環

クラウドファンディング（ＣＦ）※の意義
①寄附による応援
②返礼品による応援

ex）泉佐野市の取組みの導入を検討（別紙、イメージ参照）
・新商品開発のための設備導入
・大規模な加工場、工場の建設 など

（第４条関係）

「クラウドファンディングその他の方法により支援」

⇒ふるさと産品の創出と寄附の増加により公益が増大
（このため、市としてＣＦ化が可能）

・新商品開発へのチャレンジ
・資金の調達・確保
・ふるさと納税を活用した販路開拓
・事業所得の向上

※不特定多数の人がインターネットなどを経由し、他の人々や組織
に財源の提供や協力等を行うことを指す造語

連携・協力

議案第５号 参考資料
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イメージ
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